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リ
ベ
ー
ト
収
受
禁
止
も 

国
土
交
通
省
は
６
月
１

６
日
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

士
な
ど
の
外
部
専
門
家
を

管
理
組
合
理
事
長
・
管
理

者
に
選
任
す
る
際
の
参
考

と
し
て
「
外
部
専
門
家
の

活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

作
成
・
公
表
し
た
。
外
部

専
門
家
の
導
入
手
続
き
や

選
定
基
準
、
業
務
・
契
約

内
容
、
管
理
組
合
財
、
産

保
護
の
た
め
の
措
置
な
ど

に
つ
い
て
解
説
。
管
理
規

約
や
細
則
に
定
め
て
お
く

べ
き
事
項
の
条
文
例
や
契

約
書
の
例
も
提
示
し
た
。

国
交
省
は
今
後
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
活
用
状
況
の

把
握
に
努
め
、
必
要
に
応

じ
内
容
の
検
討
な
ど
を

行
っ
て
い
く
と
し
て
い

る
。 ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
管

理
不
全
マ
ン
シ
ョ
ン
に

な
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

る
既
存
の
マ
ン
シ
ョ
ン
」

を
念
頭
に
置
き
、
構
成
さ

れ
て
い
る
。
外
部
専
門
家

の
活
用
パ
タ
ー
ン
は
「
理

事
・
監
事
外
部
専
門
家

型
」（
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準

管
理
規
約
・
別
添
１
䢣

①
）
を
想
定
し
て
お
り
、

管
理
会
社
が
管
理
者
に

就
任
す
る
ケ
ー
ス
は
対

象
外
。 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構

成
は
表
に
示
し
た
。 

導
入
に
際
し
て
は
、

ま
ず
「
外
部
専
門
家
が

役
員
に
加
わ
っ
た
場
合

で
も
、
他
の
区
分
所
有

者
で
あ
る
役
員
の
善
管

注
意
義
務
が
軽
減
さ
れ

る
と
は
限
ら
ず
、
外
部

専
門
家
で
あ
る
役
員

の
業
務
執
行
状
況
の

監
視
が
必
要
」
だ
と

し
、「
外
部
専
門
家
に

完
全
に
任
せ
き
り
に

す
べ
き
で
は
な
い
」

と
「
丸
投
げ
」
に
く

ぎ
を
刺
し
た
。 

役
員
の
役
職
は
、

総
会
で
決
め
る
こ
と

が
望
ま
し
い
、
と
し

「
一
切
行
わ
な
い」 

「
ク
リ
ー
ン
コ
ン
サ
ル」
を
宣
言 

３
団
体
と

連

名

で

一
般
社
団
法
人
マ

ン
シ
ョ
ン
リ
フ
ォ
ー

ム
技
術
協
会
（
ｍ
ａ

ｒ
ｔ
ａ
、
柴
田
幸
夫

会
長
）
に
所
属
す
る

改
修
設
計
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
２
４
人
は
７

月
１
日
付
で
「
ク
リ

ー
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
宣
言
」
と
行
っ
た
。

管
理
組
合
の
正
当
な

権
利
を
守
り
、
改
修

業
界
の
適
正
な
発
展

管理組合参謀役 
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外
部
専
門
家

活

用

で

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成 

て
い
る
。 

候
補
者
選
定
に

つ
い
て
は
、
資
格
要

件
と
欠
格
要
件
を

例
示
し
た
。 

業
務
遂
行
の
担

保
・
組
合
財
産
の
保

護
の
た
め
の
措
置

で
は
、
専
門
家
に
対

す
る
監
視
・
チ
ェ
ッ

ク
体
制
、
権
限
の
制

限
な
ど
に
つ
い
て

言
及
。
不
正
防
止
の

た
め
に
、
外
部
専
門

家
が
い
わ
ゆ
る
「
リ

ベ
ー
ト
・
マ
ー
ジ

ン
」
等
、
管
理
組
合

の
取
引
業
者
か
ら

の
不
透
明
な
利
益

の
収
受
を
行
わ
な

い
旨
を
約
束
さ
せ

て
お
く
こ
と
も
有
効

だ
と
し
た
。 

金
銭
事
故
防
止
策

に
つ
い
て
は
、
分
別
管

理
の
徹
底
や
印
鑑
の

保
管
先
、
出
納
業
務
の

対
象
外
化
を
提
示
。
金

銭
事
故
が
起
き
た
場

合
の
対
応
と
し
て
、
賠

償
責
任
保
険
へ
の
加

入
等
補
償
能
力
を
担

保
す
る
た
め
の
措
置

を
義
務
付
け
る
こ
と

を
原
則
と
す
べ
き
だ

と
し
た
。 

外
部
専
門
家
が
法

人
や
法
人
か
ら
の
派

遣
者
で
な
い
場
合
、
補

償
が
十
分
に
行
わ
れ

な
い
リ
ス
ク
が
あ
る

点
に
も
触
れ
「
資
格
者

団
体
に
よ
る
保
険
制
度

の
活
用
や
自
主
的
な
積

立
制
度
の
構
築
が
望
ま

れ
る
」
と
し
て
い
る
。 

昨
年
３
月
の
マ
ン
シ

ョ
ン
標
準
管
理
規
約
・

同
コ
メ
ン
ト
の
改
正
に

際
し
、
国
交
省
に
は
外

部
専
門
家
に
よ
る
誠
実

義
務
違
反
や
利
益
相
反

防
止
策
の
例
示
を
求
め

る
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策

室
は
「
２
０
１
６
年
度

に
行
っ
た
実
態
調
査
や

関
係
者
ら
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
、

１
年
か
け
て
取
り
ま
と

め
た
」
と
話
す
。（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
１
０

４
２
号
） 

の
た
め
に
「
ク
リ
ー

ン
な
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
（
設
計
事
務
所
）
」

で
あ
る
こ
と
を
再
確

認
し
た
。 

公
益
社
団
法
人
日

本
建
築
家
協
会
（
Ｊ

Ｉ
Ａ
）
関
東
甲
信
越

支
部
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

部
会
、
マ
ン
シ
ョ

ン
・
ユ
ニ
オ
ン
保
全

設
計
協
同
組
合
、
建

築
再
生
総
合
設
計
協

ｍａｒｔａ所属の 
設計コンサル 

同
組
合
（
Ｕ
Ｒ
Ｄ
）

と
の
連
名
。
宣
言
で

は
、
こ
の
４
団
体
を

中
心
に
し
た
、
マ
ン

シ
ョ
ン
改
修
設
計
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
新

組
織
を
設
立
す
る
考

え
も
明
ら
か
に
し

た
。 宣

言
は
７
月
５
日

発
行
の
会
報
で
公
表

し
た
。
不
合
理
な
業

者
指
定
や
談
合
ほ
う

助
な
ど
管
理
組
合
に
不

利
益
と
な
る
行
為
を
行

い
、
関
係
者
か
ら
バ
ッ

ク
マ
ー
ジ
ン
な
ど
の
見

返
り
を
受
け
る
よ
う
な

「
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と

し
て
倫
理
に
反
す
る
行

為
は
一
切
行
わ
な
い
」

と
、
改
修
コ
ン
サ
ル
と

し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
明

確
に
打
ち
出
し
た
。 

（
次
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く
）

国交省 

職
業
倫
理
に 

反
す
る
行
為 

ガイドラインの目的 

専門家の位置付け、ガイドライン利用者、ニー
ズが想定されるマンションのタイプ、管理業者
との関係などについて説明 

専門家選任の進め方について 

導入までのプロセスの全体像などを提示 

候補者の選定について 

資格要件・欠格要件を例示 

外部専門家の業務内容・契約書等 

契約における規定事項を提示 

外部専門家の適正な業務遂行の担保・組合
財産の保護のための措置 
専門家に対する監視・チェック体制、利益相
反取引への対応、金銭事故の防止、事故が
起きた場合の財産保護措置などについて解説 

資料として外部専門家と管理組合の契約書
例を提示 

ガイドラインの構成 
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編集後記 

 世の中にはリベートは現に存在する。ことさらに、建設業界におけるリベートは慣例となっている傾向もあり、 

世間一般的にも当たり前に行われているとの印象がある。当然ながら、結果として不利益を被るのが最終消費者

であり、マンションの大規模修繕工事であれば、管理組合の個々の組合員である区分所有者である。この度のク

リーンコンサルタント宣言においては、マンション管理組合の正当な権利を守ることを念頭に、業界全体の適正

な発展を目指している。今後の動向にも注視したい。 

き
る
よ
う
に
す
る
」
と

答
弁
。 

一
方
で
「
管
理
規
約

の
改
正
に
は
一
定
の

期
間
を
要
す
る
」
と
実

態
を
踏
ま
え
、
「
管
理

規
約
上
に
民
泊
を
禁

止
す
る
か
否
か
が
明

確
に
規
定
さ
れ
て
い
な

く
と
も
、
管
理
組
合
の

総
会
・
理
事
会
決
議
を

含
め
、
管
理
組
合
と
し

て
民
泊
を
禁
止
す
る

方
針
が
決
定
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
を
届
け
出
に
よ

り
確
認
す
る
」
と
述

べ
、「
禁
止
す
る
方
針

を
決
定
し
た
マ
ン
シ

ョ
ン
に
お
け
る
民
泊

事
業
の
実
施
を
防
止

す
る
」
考
え
を
示
し

た
。 法

施
行
に
伴
い
、

実
際
に
は
民
泊
を
禁

止
し
た
く
て
も
、
施

行
日
ま
で
に
管
理
規

住
宅
地
で
の
民
泊
を

認
め
る
住
宅
宿
泊
事
業

法
、
い
わ
ゆ
る
「
民
泊

新
法
」
法
案
が
６
月
９

日
、
参
院
本
会
議
で
可

決
、
成
立
し
た
。
５
月

３
０
日
の
国
土
交
通
委

員
会
（
西
銘
恒
三
郎
委

員
長
）
で
は
、
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
で
民
泊
事
業

を
行
う
に
は
、
届
け
出

の
際
、
管
理
規
約
に
民

泊
を
禁
止
す
る
規
定
が

な
い
旨
を
記
載
さ
せ
る

よ
う
に
す
る
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
防
止
策
が
提
示

さ
れ
る
一
方
、
民
泊
を

禁
止
す
る
場
合
と
許
容

す
る
場
合
の
管
理
規
約

例
を
、
法
案
成
立
後
、

早
急
に
提
示
す
る
考
え

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。 

委
員
会
で
中
村
裕
之

委
員
（
自
民
）
の
質
疑

に
答
え
た
藤
井
比
早
之

政
務
官
は
「
ト
ラ
ブ
ル

防
止
に
向
け
、
マ
ン
シ

ョ
ン
標
準
管
理
規
約
を

早
急
に
改
正
し
、
モ
デ

ル
と
な
る
規
約
例
を
示

す
必
要
が
あ
る
。
法
案

成
立
後
、
速
や
か
に
改

正
管
理
規
約
を
公
表
で

理
事
会・
総
会
の「
方
針」
で
も
Ｏ
Ｋ

法案成立後「速やかに」モデル規約案を提示 

（
前
ペ
ー
ジ
の
つ
づ
き
） 

新
組
織
に
つ
い
て
ｍ

ａ
ｒ
ｔ
ａ
の
柴
田
会
長

は
「
施
工
業
者
ら
も
参

加
す
る
ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ａ

で
、
『
不
適
切
コ
ン
サ

ル
』
問
題
だ
け
を
扱
っ

て
い
く
の
は
厳
し
い
部

分
も
あ
っ
た
。
コ
ン
サ

ル
の
問
題
や
活
動
は
コ

ン
サ
ル
だ
け
の
団
体
で

検
討
し
た
方
が
い
い
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
組

織
成
立
の
話
が
出
た
」

と
説
明
す
る
。 

「
広
範
囲
で
、
緩
や

か
な
懇
談
会
的
な
グ
ル

ー
プ
団
体
に
し
て
問
題

を
検
討
し
、
管
理
組
合

に
ど
ん
な
貢
献
が
で
き

る
か
考
え
た
い
」（
柴
田

会
長
）。
年
内
の
立
ち
上

げ
が
目
標
、
だ
と
し
た
。

「
マ
ン
シ
ョ
ン
改
修

専
業
だ
け
の
コ
ン
サ
ル

団
体
は
、
な
か
な
か
な

い
、
そ
う
し
た
組
織
を

つ
く
っ
た
方
が
い
い
」

と
も
話
す
。 ◇ 

 

ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ａ
は
昨
年

１
１
月
、
会
報
で
施
工

業
者
か
ら
バ
ッ
ク
マ
ー

ジ
ン
を
取
る
こ
と
に
腐

心
す
る
な
ど
、
改
修
工

事
に
際
し
管
理
組
合
の

利
益
と
相
反
し
た
行
為

を
行
う
「
不
適
切
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
」
の
存
在

を
指
摘
。
こ
れ
ら
の
行

為
で
生
じ
る
弊
害
を
挙

げ
「
不
適
切
コ
ン
サ
ル
」

を
非
難
す
る
一
方
、「
現

状
を
放
置
す
る
こ
と
で

業
界
全
体
が
信
用
を
失

う
」
と
危
機
感
を
強
め

て
い
た
。 

 

会
報
の
提
言
は
業
界

内
外
で
反
響
を
呼
び
、

国
土
交
通
省
も
今
年
１

月
、
注
意
を
呼
び
掛
け

る
通
知
を
出
し
て
い

る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
１
０
４
４
号
） 

規
約
改
正
、
間
に
合
わ
な
け
れ
ば 

ト
ラ
ブ
ル

防

止
へ

民泊新法案 
国会で成立 

約
の
改
正
が
間
に
合

わ
な
い
ケ
ー
ス
を
念

頭
に
置
い
た
も
の

だ
。 同

日
の
質
疑
で
、

由
木
文
彦
国
土
交
通

省
住
宅
局
長
は
民
泊

の
可
否
に
つ
い
て

「
管
理
規
約
上
で
明

確
に
し
て
お
い
て
い

た
だ
く
こ
と
が
望
ま

し
い
」
旨
の
認
識
を

示
し
た
。（
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
新
聞
１
０
４

０
号
） 

会報(第 26 号)に掲載された宣言。会報では「不適切コンサル問
題への提言」に対する一般からの反響を掲載した。提言に賛同す
る意見が大多数を占めたが、批判めいた電話もあったという。 


